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前納報奨金制度とは、市県民税（普通徴収）または固定資
産税を納める場合、第１期の納期内に１年間（全期）分を一
括して納めていただくと、年税額から前納報奨金を割引する
制度です。
※口座振替でもご利用でき
ます。
※国民健康保険税には適用
されません。
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佐賀銀行、佐賀東信用組合、佐賀
共栄銀行、佐賀信用金庫、ゆう
ちょ銀行、佐賀県農協（本所、市
内各支所）

�������
　神埼市役所　税務課〈課税〉
　　　　　　　納税推進課〈納税相談〉
 　�３７�０１１４
　 　 
 　� ４４�４２６５
　脊振総合支所　　 
 　� ５９�２１１１

千代田総合支所 市民福祉課

市民福祉課
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口座振替制度を利用すれば、納期毎
に届け出の金融機関の預金口座から
自動的に納付することができます。
納めに行く手間やうっかりして納付
期限を忘れてしまうこともなくなり
ます。口座振替制度のご利用をお願
いします。
※口座振替依頼書は、税務担当窓口に
あります。

※口座振替日は各納入期限日ですが、
国民健康保険税７期（１２月）は、１２
月２５日に口座振替を行います。
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市
民
の
視
点
に
立
っ
た
市
政
を
進

め
る
に
あ
た
り
、
市
が
抱
え
る
政
策

課
題
に
つ
い
て
、
政
策
提
言
を
行
っ

て
い
た
だ
く
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

�
�
�
�
�
　
　

人
以
内

１０

�
�
�
�
�

市
内
在
住
の　

歳
以
上
の
方

２０

�
�
�委

嘱
の
日
か
ら
平
成　

年
３
月　

２１

３１

日
ま
で

�
�
�
�
�

応
募
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

持
参
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
郵
送
の
い
ず
れ

か
で
申
し
込
み
。

�
�
�
�
�
�

　

５
月　

日
（
火
）

２０

※
郵
送
の
場
合
、
最
終
日
の
消
印
ま

で
有
効
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・
神
埼
市
役
所　

政
策
推
進
課

・
各
総
合
支
所　

総
務
企
画
課

・
神
埼
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
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神
埼
市
役
所　

政
策
推
進
課

�
３
７�
０
１
０
２

�
５
２�
１
１
２
０

〒
８
４
２�
８
６
０
１

神
埼
市
神
埼
町
神
埼
４
１
０

千
代
田
総
合
支
所　

総
務
企
画
課

�
４
４�
２
１
１
３

脊
振
総
合
支
所　

総
務
企
画
課

�
５
９�
２
１
１
１
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今
後
の
市
立
保
育
園
運
営
の
効
率

化
お
よ
び
保
育
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
を

図
る
た
め
、
提
言
を
行
っ
て
い
た
だ

く
委
員
を
募
集
し
ま
す
。
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�
　

２
人

�
�
�
�
�

①
市
内
在
住
の　

歳
以
上
の
方

２０

②
年
４
回
程
度
開
催
す
る
委
員
会
に

出
席
で
き
る
方

�
�
�
　

委
嘱
の
日
か
ら
１
年
以
内

�
�
�
�
�

「
こ
れ
か
ら
の
子
育
て
支
援
」
と

題
し
た
作
文
（
４
０
０
字
以
内
）

と
応
募
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入

し
た
も
の
を
持
参
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
郵

送
の
い
ず
れ
か
で
申
し
込
み
。
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５
月　

日
（
水
）

２１

※
郵
送
の
場
合
、
最
終
日
の
消
印
ま

で
有
効
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・
神
埼
市
役
所　

福
祉
課　
　

・
各
総
合
支
所　

市
民
福
祉
課

・
神
埼
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
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神
埼
市
役
所　

福
祉
課

�
３
７�
０
１
１
０

�
５
２�
１
１
２
０

千
代
田
総
合
支
所　

市
民
福
祉
課

�
４
４�
２
１
６
７

脊
振
総
合
支
所　

市
民
福
祉
課

�
５
９�
２
１
１
１
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皆
さ
ま
の
声
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い

�
�
�
�
�

４
月
は
、
神
埼
市
役
所
で
行
い
、

３
件
（
７
人
）
が
来
庁
さ
れ
ま
し
た
。
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皆
さ
ま
の
意
見
を
広
く
お
聞
き

す
る
た
め
、
神
埼
市
役
所
、
千
代
田

総
合
支
所
、
脊
振
総
合
支
所
の
各
庁

舎
入
口
に
意
見
箱
を
設
置
し
て
い

ま
す
。

３
月
中
は
市
政
に
関
す
る
意
見

が
５
件
、
職
員
に
関
す
る
意
見
が
１

件
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

皆
さ
ま
か
ら
い
た
だ
い
た
意
見

を
大
切
に
し
な
が
ら
よ
り
よ
い
神

埼
市
に
向
け
て
取
り
組
み
ま
す
。

�
�
��
�
�
�

　

神
埼
市
役
所　

秘
書
広
報
課

　
�
３
７�
０
０
８
８

児童手当は毎年６月に所得の見直しを行いま
す。これまで児童手当を申請していない方や所
得制限などで受けられなかった方でも、家族の
状況や所得の状況が変わり支給要件を満たせば、
手当を受けられる可能性があります。
現在受けられていない方は、認定請求の手続
きが必要です。児童手当は、認定請求をした日
の翌月分から支給されます。提出が遅れると遅
れた月分の手当が受けられません。
早めに手続きをしてください。
������　５月３０日（金）
�����

小学校修了前の児童（１２歳到達後最初の３月
３１日までの間にある児童）

�����

※現在受給中の方は、６月に現況調査を行います。
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※所得税法に規定する老人控除対象配
偶者または老人扶養親族がある場合
は、当該老人控除対象配偶者または
老人扶養親族１人につき６万円が、
上記限度額に加算されます。
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 　 　�３７�０１１０
 　 　� ４４�２１６７
 　 　� ５９�２１１１

神 埼 市 役 所 福 祉 課
千代田総合支所 市民福祉課
脊振総合支所 市民福祉課
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行
政
相
談
員
は
、
国
な
ど
の
行
政
に
対
す
る
苦
情
、
意
見
・
要
望

を
受
け
付
け
、
行
政
運
営
の
改
善
な
ど
に
結
び
つ
け
る
窓
口
と
し

て
業
務
を
行
っ
て
い
ま
す
。

市
内
よ
り
次
の
３
人
の
方
が
総
務
大
臣
よ
り
行
政
相
談
員
と
し

て
委
嘱
さ
れ
て
い
ま
す
。 

（
４
月
１
日
現
在
、
敬
称
略
）

　

困
り
ご
と
が
あ
る
が
ど
こ
に
相
談
し
て
よ
い
か
分
か
ら
な
い
、

関
係
機
関
の
説
明
に
納
得
で
き
な

い
、
こ
う
し
て
欲
し
い
、
お
困
り
の

こ
と
な
ど
あ
り
ま
し
た
ら
、
お
気
軽

に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

全
国
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
で
は
、
人
権
擁
護
委
員
法
が
施
行

さ
れ
た
６
月
１
日
を
「
人
権
擁
護
委
員
の
日
」
と
定
め
、
全
国
的
な

啓
発
活
動
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

市
内
よ
り
次
の
８
人
の
方
が
法
務
大
臣
よ
り
人
権
擁
護
委
員
と

し
て
委
嘱
さ
れ
て
い
ま
す
。 

（
４
月
１
日
現
在
、
敬
称
略
）

市
役
所
、
総
合
支
所
で
、
定
期
的
に
相
談
所
を
開
設
す
る
他
、
地

域
の
人
権
問
題
に
関
す
る
活
動
を
行
い
ま
す
。
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杠　
　

繁
美
（ 

）　
　

實
松　

清
典
（ 

）

倉
谷　

勝
英
（ 

）

神
埼
町

千
代
田
町

脊
振
町

○
人
権
擁
護
委
員

橋
口　

泰
俊
、
平
田　

英
次
、�
�
　

陽
子
（ 

）

永
濱　
　

洋
、
野
中　

節
子
、
島
内　

一
水
（ 

）

山
邊　

信
弘
、
千
々
岩
久
外
（ 

）

神
埼
町

千
代
田
町

脊
振
町
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保
険
料
の
決
定
、
医
療
を
受
け
た

と
き
の
給
付
な
ど
は
、
佐
賀
県
後
期

高
齢
者
医
療
広
域
連
合
が
行
っ
て
い

ま
す
が
、
市
で
は
、
次
の
業
務
を

行
っ
て
い
ま
す
。
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 　 　�３７�０１１５
 　 　� ４４�３０７１
 　 　� ５９�２１１１

神 埼 市 役 所 市 民 課
千代田総合支所 市民福祉課
脊振総合支所 市民福祉課

�������	�
�

��

��������

����������� ��	

��������	
���������
������ ��
� � ��
� � ��

�������	
 � � �
�������	 �����
� � � � � � � � �

�������
�������	
�������	
�
�������	

�������		
�

�������

神埼市教育委員会
社会教育課
�４４�２７３１
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・
保
険
料
の
賦
課
徴
収

・
申
請
や
届
出
の
受
付

・
被
保
険
者
証
の
引
渡
し　

な
ど

こ
ん
な
と
き
は
窓
口
へ
届
け
出
を

し
ま
し
ょ
う
。
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「
Ｂ
Ｃ
Ｇ
」「
三
種
混
合
」
の
予
防

接
種
を
予
防
接
種
法
に
基
づ
く
接
種

間
隔
を
超
過
し
て
接
種
す
る
場
合
、

「
日
本
脳
炎
」
の
予
防
接
種
を
接
種

す
る
場
合
は
、「
同
意
書
」
が
必
要
で

す
。同

意
書
は
、
各
委
託
医
療
機
関
、

予
防
接
種
担
当
窓
口
に
あ
り
ま
す
。

�
��
�
��

生
後
６
ヶ
月
ま
で
に
医
学
的
理
由

（
発
熱
な
ど
）
に
よ
り
接
種
で
き

ず
、
１
歳
未
満
ま
で
の
期
間
に
接

種
す
る
場
合

�
��
�
�
�
�

①
１
期
初
回
接
種
の
１
回
目
と
２
回

目
、
２
回
目
と
３
回
目
の
間
隔
が
、

医
学
的
理
由
が
な
く
接
種
間
隔
の

　

日
を
超
過
し
た
場
合

５６
②
１
期
初
回
３
回
目
接
種
後
１
期
追

加
ま
で
の
間
隔
が
、
医
学
的
理
由

が
な
く
接
種
間
隔
の　

ヶ
月
を
超

１８

過
し
た
場
合

�
��
�
�
�
�

予
防
接
種
法
に
基
づ
く
対
象
年
齢

内
で
接
種
を
希
望
す
る
場
合

予
防
接
種
の
種
類
に
よ
っ
て
は
、

対
象
と
な
る
月
年
齢
以
外
で
接
種
し

た
場
合
は
、
任
意
接
種
扱
い
と
な
り
、

自
己
負
担
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

お
子
さ
ん
の
健
康
状
態
が
よ
い
と
き

に
早
め
に
接
種
し
て
く
だ
さ
い
。
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神
埼
町
保
健
セ
ン
タ
ー

�
５
１�
１
２
３
４

千
代
田
町
保
健
セ
ン
タ
ー

�
４
４�
２
０
２
１

脊
振
総
合
支
所　

市
民
福
祉
課

�
５
９�
２
１
１
１
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県
税
事
務
所
か
ら
納
税
通
知
書
が

届
い
た
方
は
、
最
寄
り
の
銀
行
、
郵

便
局
、
農
協
、
漁
協
、
県
税
事
務
所

窓
口
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
で
納

め
て
く
だ
さ
い
。
納
期
限
内
に
限
り
、

納
税
通
知
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
コ

ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
も
納
め
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

口
座
振
替
を
ご
利
用
の
方
は
、
振

替
日
（
６
月
２
日
）
に
残
高
が
不
足

し
な
い
よ
う
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

　

利
用
方
法
な
ど
詳
細
に
つ
い
て
は
、

県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

税
金
は
私
た
ち
の
く
ら
し
に
活
か

さ
れ
て
い
ま
す
。
忘
れ
ず
に
納
め
ま

し
ょ
う
。

自
動
車
の
継
続
検
査
（
車
検
）
を

受
け
る
と
き
は
、
自
動
車
税
納
税
証

明
書
が
必
要
で
す
。

納
税
通
知
書
に
よ
り
自
動
車
税
を

納
税
し
た
と
き
は
、
領
収
書
の
右
辺

が「
納
税
証
明
書
」に
な
り
ま
す
。
車

検
証
と
一
緒
に
大
切
に
保
管
し
て
く

だ
さ
い
。

口
座
振
替
な
ど
を
ご
利
用
の
方
に

は
、
後
日
領
収
証
書
（
納
税
証
明
書
）

を
送
付
し
ま
す
。
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�
�

佐
賀
県
税
事
務
所

�
３
０�
３
１
６
１

佐
賀
県　

税
務
課

�
３
０�
１
５
１
１

�

�

�

�
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����������
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日
本
赤
十
字
社
で
は
５
月
を
「
赤

十
字
運
動
月
間
」
と
定
め
、
活
動
資

金
（
社
資
）
の
募
集
運
動
を
実
施
し

て
い
ま
す
。

皆
さ
ん
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
社
資
は
、

災
害
救
護
や
国
際
救
援
活
動
な
ど
の

人
道
的
事
業
に
使
用
さ
れ
ま
す
。

赤
十
字
事
業
に
ご
理
解
を
い
た
だ

き
、
社
資
の
募
集
に
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

�
�
�
�
�

　

一
世
帯
あ
た
り　

６
０
０
円

○
募
集
期
間

　

５
月　

日
（
金
）
ま
で

２３

�
�
��
�
�
�

神
埼
市
役
所　

福
祉
課

�
３
７�
０
１
１
０

千
代
田
総
合
支
所　

市
民
福
祉
課

�
４
４�
２
１
６
７

脊
振
総
合
支
所　

市
民
福
祉
課

�
５
９�
２
１
１
１
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・
住
民
異
動
届
（
転
入
・
転
出
・
転

居
な
ど
）

・
住
民
票
の
写
し
の
発
行

・
戸
籍
謄
本
・
抄
本
の
発
行

・
戸
籍
の
附
票
の
写
し
の
発
行

・
身
元
（
分
）
証
明
書

・
印
鑑
登
録
・
印
鑑
登
録
証
明
書
の

発
行
（
印
鑑
登
録
証
明
書
の
発
行

は
、
必
ず
印
鑑
登
録
証
を
持
参
し

て
く
だ
さ
い
。）

・
外
国
人
登
録
原
票
記
載
事
項
証
明

書
の
発
行

・
パ
ス
ポ
ー
ト
受
付
・
交
付
事
務

・
国
民
健
康
保
険
、
後
期
高
齢
者
医

療
、
乳
幼
児
医
療
、
就
学
前
医
療

の
資
格
取
得
（
転
入
、
社
保
離
脱
、

出
生
な
ど
）、
資
格
喪
失
（
転
入
、

社
保
加
入
、
死
亡
な
ど
）

・
高
額
医
療
費
、
療
養
費
、
出
生
育

児
一
時
金
、
葬
祭
費
、
乳
幼
児
医

療
費
助
成
、
就
学
前
医
療
費
助
成

の
受
付

�
�
��
�
�
�

　

神
埼
市
役
所　

市
民
課

　
�
３
７�
０
１
１
５

　
�
３
７�
０
１
１
６

確
認
は
、
写
真
付
き
の
公
的
証
明

書
に
よ
り
行
い
ま
す
。

代
理
人
が
来
庁
さ
れ
る
場
合
は
、

委
任
状
な
ど
の
書
面
の
ほ
か
、
代
理

人
の
写
真
付
き
の
公
的
証
明
書
が
必

要
で
す
。

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

（
例
）
運
転
免
許
証
・
パ
ス
ポ
ー
ト
・

写
真
付
の
住
民
基
本
台
帳

カ
ー
ド
・
身
体
障
害
者
手
帳

な
ど
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��
�
�
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�
�
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��
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（
前
列
右
か
ら
）

古
賀　
　

綾
（
高
齢
障
害
課
）

下
村　

晃
子
（
ち
よ
だ
保
育
園
）

宮
地
幸
之
助
（
農
林
水
産
課
）

渡
瀬　

敏
之
（
会
計
課
）

（
後
列
右
か
ら
）

谷　

洋
一
郎
（
社
会
教
育
課
）

國
部　

俊
輔
（
税
務
課
）

小
林　

大
介
（
福
祉
課
）

市
民
の
皆
さ
ん
の
福
祉
向
上
の
た

め
に
頑
張
り
ま
す
。

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

（
右
か
ら
）

中
島　

正
光
（
財
政
課
）

中
牟
田
光
徳
（
総
務
課
）

神
埼
地
区
消
防
本
部
か
ら
研
修
に

来
ま
し
た
。
市
民
の
皆
さ
ん
、
よ
ろ

し
く
お
願
い
し
ま
す
。
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